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移行期間の２４年度ならびに２５年度の申請方法について 

 

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

 

システム移行にともなう処理ですので、本年度限りの申請方法です。 

２４年度内の申請は、現行システムを使用します。 

２５年度継続登録申請より新システムを使用します。 

 

移行前の２４年度申請の締切日 １２月７日（金）   

※日本連盟への必着日です。締切日厳守にてお願いします。 

新システムへのデータ移行に間に合わせるための締切日です。 

例年の「切り出し」A・B日程の締切日に相当します。 

        

これ以降（１２月８日以降、年度内）の２４年度の申請については、現行システムで申請を行う

とともに、新システムで２５年度申請の作業を行います。 

対象者の２５年度の処理方法は、下表のとおりです。日本連盟が受付・処理した期間（下表①

②）により処理方法が異なる場合があります（※１）。 

新システムの公開日（団、県連盟（地区）で処理可能となる日）は、１月上旬を予定していま

す。詳しい日程は、追ってご案内します。 

 

①日本連盟の受付・処理が【１２月８日～新システム公開の前日】 

２４年度の申請内容 ２５年度（新システム）の処理方法 それぞれの処理を行い仮申請へ 

新規登録（※２） 「新規登録」として入力する 

変更 ２４年度の変更内容と同内容に「変更」入力する 

復活 加盟員基本情報を確認する（必要に応じ登録内容の変更） 

移籍 加盟員基本情報を確認する（必要に応じ登録内容の変更） 

    

②日本連盟の受付・処理が【新システム公開日以降～年度内】  

２４年度の申請内容 ２５年度（新システム）の処理方法 それぞれの処理を行い仮申請へ 

新規登録（※２） 「新規登録」として入力する 

変更 ２４年度の変更内容と同内容に「変更」入力する 

復活（同団内） 「復活」処理を行う 

復活（他団から） 日本連盟での「復活」処理後、加盟員基本情報を確認する 

＊日本連盟で「復活」処理が行われると、団メニューに継続申請対象者がいる

旨のメッセージが表示されます。メッセージが表示されたら、対象者に対し

ての処理を行います。 

移籍 

★必ず、移籍元、移

籍先の双方の合意

の基に申請を行う 

次頁（※３）参照 

＊県連盟または日本連盟で「移籍」処理が行われると、移籍先の団メニューに

申請対象者がいる旨のメッセージが表示されます。メッセージが表示された

ら、対象者に対しての処理を行います。 



 

※１ ①②のどちらに該当するかは、対象となる２４年度申請書類の返送時に、各団へ通知を同

封します。 

 

※２  システム移行にともなう今回限りの対応です。 

２４年度も２５年度も新規として申請するため、２５年度申請時に、加盟員番号が新しく付与されま

す（仮番号）。この番号で登録証も発行されます。 

２５年度内に、日本連盟において２４年度の番号を振り直します（本番号）。番号振替の日程は、別

途ご案内します。 

２５年度内は仮番号の登録証をお持ちください。２６年度から本番号の登録証を発行します。 

 

※３  移籍元と移籍先の、２４年度の移籍申請と２５年度の継続申請のタイミングにより、２５年度の処理

方法が異なります。 

２５年度の登録料や県連盟（地区）分担金にも関連しますので、必ず移籍元と移籍先の団、県連盟

（地区）が、双方の申請状況を把握し合意のうえで、２４、２５両年度の申請を行います。 

 

１） 移籍元が、まだ２５年度継続申請を行っていない場合 および 

 移籍元が、対象者を「非継続」として２５年度の継続申請を終えている場合（手順②③のみ） 

手順① 移籍元は、対象者を非継続として継続申請を行う 

② 同一県連盟内移籍の場合は県連盟が、所属県連盟が変更となる場合は日本連盟が、対

象者を「移籍」処理する 

   ③ 移籍先が、対象者を継続申請する 

 

２） 移籍元が、すでに対象者を「継続」として２５年度継続申請の仮申請を終えている場合 

手順① 県連盟（地区）において、対象者が含まれる申請を「再審査」とし、移籍元へ戻す 

   ② 移籍元は、対象者を非継続として再度、仮申請する 

   ③ 同一県連盟内移籍の場合は県連盟が、所属県連盟が変更となる場合は日本連盟が、対

象者を「移籍」処理する 

   ④ 移籍先が、対象者を継続申請する 

＊ 日本連盟登録料は、システム内で計算され、移籍先に発生します。 

 

３） 移籍元が、すでに対象者を「継続」として２５年度継続申請の日本連盟への申請を終えている場合 

手順① 同一県連盟内移籍の場合は県連盟が、所属県連盟が変更となる場合は日本連盟が、対

象者を「移籍」処理する 

   ② 移籍先が、対象者を追加申請する （移籍先では、登録料は発生しません） 

  ＊ 日本連盟登録料は、すでに移籍元で発生し日本連盟への納金が済んでいます。 

   

２）３）に該当する場合の県連盟（地区）分担金等の取り扱いは、対象者と移籍元、移籍先において対応

をお願いします。 
 

以上 


